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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルムの周縁が互いに重ね合わされた状態で接着されて形成されたシール部および内
部に収納空間を有した包装袋であって、
　前記シール部は、一対のサイドシール部を有し、
　前記サイドシール部のそれぞれに、前記サイドシール部の厚さ寸法より薄肉で、前記サ
イドシール部の外縁から前記収納空間に亘って設けられる薄肉部を備え、
　前記フィルムは、表基材層と、この表基材層に重ね合わされたシーラント層とを有し、
　前記シーラント層の前記収納空間側で開口縁に略沿って設けられた咬合具を備え、
　前記フィルムの周縁には、前記咬合具の端部が前記シーラント層と接着して形成される
ポイントシール部が設けられ、
　前記薄肉部は、前記ポイントシール部に設けられた
　ことを特徴とした包装袋。
【請求項２】
　請求項１に記載の包装袋であって、
　前記薄肉部の厚さ寸法は、前記表基材層の厚さ寸法の２倍以上前記表基材層の厚さ寸法
と前記シーラント層の厚さ寸法と前記咬合具の厚さ寸法との和の２倍よりも小さい
　ことを特徴とした包装袋。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の包装袋を製造する包装袋製造装置。
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【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の包装袋の製造方法であって、
　前記ポイントシール部を形成させるポイントシール工程と、前記シール部を形成させる
シール工程と、前記包装袋のシール部を冷却させる冷却工程とを備え、前記ポイントシー
ル工程、前記シール工程、前記冷却工程、前記ポイントシール工程と前記シール工程との
間の工程、前記シール工程と前記冷却工程との間の工程、前記冷却工程後の工程の少なく
ともいずれかの工程にて前記ポイントシール部に前記薄肉部を形成させる
　ことを特徴とした包装袋の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の包装袋の製造方法であって、
　前記ポイントシール工程はポイントシールバーにて前記ポイントシール部を形成し、前
記シール工程はシールバーにて前記シール部を形成し、前記冷却工程は冷却バーにて前記
シール部を冷却し、前記ポイントシールバー、前記シールバー、および前記冷却バーのう
ち少なくともいずれかのバーに設けられた突起部にて薄肉部を形成させる
　ことを特徴とした包装袋の製造方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の包装袋の製造方法であって、
　前記ポイントシール工程と前記シール工程との間の工程、前記シール工程と前記冷却工
程との間の工程、および前記冷却工程後の工程のうち少なくともいずれかの工程にて、突
起部を有する薄肉部形成バーにより前記薄肉部を形成させる
　ことを特徴とした包装袋の製造方法。
【請求項７】
　請求項５に記載の包装袋の製造方法であって、
　前記冷却バーは、１０度以上前記咬合具の融点以下で前記薄肉部を冷却して成形する
　ことを特徴とした包装袋の製造方法。
【請求項８】
　請求項５に記載の包装袋の製造方法であって、
　前記ポイントシールバーまたは前記シールバーは、前記咬合具の融点以上前記表基材層
の融点以下で前記薄肉部を加熱して成形する
　ことを特徴とした包装袋の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装袋、その製造装置、および包装袋の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、年配者の増加により、食品包装などの包装袋を容易に開封できる易開封性の包装
袋が必要とされている。このような包装袋としては、ミシン目加工、レーザー加工、ジッ
パーの取付けなどにより、容易に開封することができる包装袋が知られている（例えば、
特許文献１および２参照）。
【０００３】
　特許文献１には、包装袋の一側端部に把持片が設けられ、把持片を引き上げて、他側端
部に向けて表シートを引き裂くことにより開封される構成が示されている。
　特許文献２には、袋本体の上部に熱融着された切断糸と、切断糸の一端に連結された摘
み片とが設けられ、摘み片を摘み、切断糸とともに引っ張ることによって、袋本体を開封
する構成が示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－５９３８４号公報
【特許文献２】特開平６－２８６７５８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１，２には、表基材層に把持片や摘み片を設けることにより、包装袋が開封し
やすくなっている。しかし、包装袋の密封性などの表基材層の機能を奪うおそれがある。
　また、フィルムを製袋する際、収納空間を設けるためにサイドシールを行う。その際、
サイドシール部の収納空間側の縁に樹脂だまりが発生する。そのため、ノッチ等を入れて
開封性を向上させるための構成を設けても、開封時に大きな力が必要になるおそれがある
。
【０００６】
　本発明の目的は、密封性を維持し、包装袋の初期開封強度を低減した包装袋、その製造
装置、および包装袋の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の包装袋は、フィルムの周縁が互いに重ね合わされた状態で接着されて形成され
たシール部および内部に収納空間を有した包装袋であって、前記シール部に、前記シール
部の厚さ寸法より薄肉で、前記シール部の外縁から前記収納空間に亘って設けられる薄肉
部を備え、前記フィルムは、表基材層と、この表基材層に重ね合わされたシーラント層と
を有し、前記収納空間側で開口縁に略沿って設けられた咬合具を備え、前記フィルムの周
縁には、前記咬合具の端部が前記シーラント層と接着して形成されるポイントシール部が
設けられ、前記薄肉部は、前記ポイントシール部に設けられたことを特徴とする。
　フィルムを製袋する際、シール部の収納空間側の縁に樹脂だまりが発生する。このため
、包装袋の開封が困難となる場合がある。しかし、この発明では、薄肉部が収納空間に亘
って設けられているため、通常、サイドシールを行う際にできてしまう樹脂だまりがない
ので、包装袋が開封しやすくなっている。また、薄肉部は、表基材層が設けられることで
、密封性が維持される。薄肉部の形状は、特に制限されず、四角型、半球型、三角型等で
も構わない。
　なお、薄肉部は、外縁から前記収納空間に亘って連続して略直線状に設けられているこ
とが好ましい。
【０００９】
　さらに、本発明では、前記フィルムは、表基材層と、この表基材層に重ね合わされたシ
ーラント層とを有し、前記シーラント層の前記収納空間側で開口縁に略沿って設けられた
咬合具を備え、前記フィルムの周縁には、前記咬合具の端部が前記シーラント層と接着し
て形成されるポイントシール部が設けられ、前記薄肉部は、前記ポイントシール部に設け
られた構成としている。
　この発明では、薄肉部は、ポイントシール部に設けられているので、ポイントシール部
から包装袋を容易に開封することができる。
【００１０】
　また、本発明では、前記薄肉部の厚さ寸法は、前記表基材層の厚さ寸法の２倍以上前記
表基材層の厚さ寸法と前記シーラント層の厚さ寸法と前記咬合具の厚さ寸法との和の２倍
よりも小さいことが好ましい。
　この発明では、薄肉部の厚さ寸法を所定の幅寸法としたので、さらに容易に薄肉部から
包装袋を容易に開封することができる。なお、薄肉部の厚さ寸法を所定の幅寸法とする際
には、表基材層が破れないことが前提となる。
【００１１】
　本発明の包装袋製造装置は、上述の包装袋を製造することを特徴とする。
　この発明では、包装袋製造装置により密封性が維持されるとともに、初期開封強度が低
減した包装袋を製造することができる。
【００１５】
　また、本発明の包装袋の製造方法は、前記ポイントシール部を形成させるポイントシー
ル工程と、前記シール部を形成させるシール工程と、前記包装袋のシール部を冷却させる
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冷却工程とを備え、前記ポイントシール工程、前記シール工程、前記冷却工程、前記ポイ
ントシール工程と前記シール工程との間の工程、前記シール工程と前記冷却工程との間の
工程、前記冷却工程後の工程の少なくともいずれかの工程において前記ポイントシール部
に前記薄肉部を形成させることを特徴とする。
　この発明では、包装袋の製造工程において、ポイントシール部に薄肉部を形成させるこ
とができるので、製袋した後に、薄肉部を形成させる場合と比較して、効率が良い。
　そして、シール工程と冷却工程との間の工程および前記冷却工程と切断工程との間の工
程では、シール部を冷却させる際の温度条件にて薄肉部を形成させる。
　また、ポイントシール工程とシール工程との間の工程では、ポイントシール部を形成さ
せる際の温度条件またはシール部を形成させる際の温度条件にて薄肉部を形成させる。
【００１６】
　さらに、本発明では、前記ポイントシール工程はポイントシールバーにて前記ポイント
シール部を形成し、前記シール工程はシールバーにて前記シール部を形成し、前記冷却工
程は冷却バーにて前記シール部を冷却し、前記ポイントシールバー、前記シールバー、お
よび前記冷却バーのうち少なくともいずれかのバーに設けられた突起部にて薄肉部を形成
させることが好ましい。
　この発明では、ポイントシールバーが突起部を有する際には、ポイントシール部を形成
させるとともに、薄肉部を形成させることができる。また、シールバーが突起部を有する
際には、シール部を形成させるとともに、薄肉部を形成させることができる。さらに、冷
却バーが突起部を有する際には、シール部を冷却させるとともに、薄肉部を形成させるこ
とができる。したがって、効率的に包装袋に薄肉部を形成することができる。
【００１７】
　また、本発明では、前記ポイントシール工程と前記シール工程との間の工程、前記シー
ル工程と前記冷却工程との間の工程、および前記冷却工程後の工程のうち少なくともいず
れかの工程にて、突起部を有する薄肉部形成バーにより前記薄肉部を形成させることが好
ましい。
　この発明では、突起部を有する薄肉部形成バーを用いる簡単な構成により、ポイントシ
ール部に薄肉部を形成させることができる。
【００１８】
　そして、本発明では、前記冷却バーは、１０度以上前記咬合具の融点以下で前記薄肉部
を冷却して成形することが好ましい。
　この発明では、冷却バーは、所定の温度範囲で冷却するので、良好に薄肉部を形成する
ことができる。また、冷却バーは、１５度以上６０度以下の温度条件にて薄肉部を冷却成
形することが好ましい。なお、薄肉部を冷却する際の温度はより低いほうが好ましい。
【００１９】
　さらに、本発明では、前記ポイントシールバーまたは前記シールバーは、前記咬合具の
融点以上前記表基材層の融点以下で前記薄肉部を加熱して成形することが好ましい。
　この発明では、ポイントシールバーまたはシールバーは、所定の温度条件で加熱してポ
イントシール部を形成するとともに、薄肉部を形成することができる。また、ポイントシ
ールバーまたはシールバーは、１３０度以上２４０度以下の温度条件にて加熱成形するこ
とが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
［第一実施形態］
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　本実施形態では、本発明における包装袋製造装置により製造された咬合具付き包装袋１
０（以下「包装袋１０」と略記する）として、例えば、食品、薬品、医療品、雑貨等の各
種物品を包装するための包装袋など、包装袋本体と、包装袋本体に設けられた咬合具とを
備えた包装袋を例示する。
　図１は、本実施の形態における包装袋を示す正面図である。図２は、図１のII－II断面
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図である。図３は、図１のIII－III断面図である。図４は、III－III断面図であって、本
実施形態の包装袋のサイドシール部に設けられた薄肉部の拡大断面図である。
【００２１】
［包装袋の構成］
　図１に示すように、本実施形態の包装袋１０は、包材となる基材フィルム１１Ａを重ね
合わせて、その周縁にサイドシール部１２Ａおよびトップシール部１２Ｂを形成すること
によって形成される包装袋本体１１を備え、包装袋本体１１の開口部の内面には、咬合具
２０が取り付けられている。また、包装袋本体１１には、図１、２に示すように、サイド
シール部１２Ａおよびトップシール部１２Ｂにより収納空間１４が形成される。さらに、
咬合具２０の両端であり、後述する薄肉部１５に、開封開始位置となる図示しないＶ字形
のノッチがそれぞれ形成される。
【００２２】
　咬合具２０の雄部材２１、雌部材２２は、再開閉可能であれば特に限定されないが、一
般的に使われている低密度ポリエチレンや直鎖状低密度ポリエチレンなどのポリエチレン
系樹脂およびポリプロピレン系樹脂などのポリオレフィン系樹脂などにて形成することが
好ましい。ポリプロピレン系樹脂としては、ホモポリプロピレン、ブロックポリプロピレ
ン、ランダムポリプロピレン（ＲＰＰ）、プロピレン－エチレン－ブテン１ランダム三元
共重合体、ポリオレフィン系特殊軟質樹脂（ＴＰＯ樹脂。例えばプライムポリマーＴＰＯ
）等の熱可塑性樹脂や、これらの樹脂を混合した混合物を使用することができる。
【００２３】
　また、基材フィルム１１Ａは、図２、３に示すように、包装袋本体１１の内面を形成す
る接着部としてのシーラント層１３Ａと、袋体の外面を形成する表基材層１３Ｂとからな
る。
　袋体を形成する包材である基材フィルム１１Ａとしては、シーラント層１３Ａを積層し
た構成の積層フィルムを使用することが好ましいが、要求される性能に応じて、表基材層
１３Ｂとシーラント層１３Ａとの間に、中間層として図示しないガスバリアー層、遮光層
、強度向上層などを積層した構成の積層フィルム層を使用してもよい。
【００２４】
　表基材層１３Ｂには、二軸延伸ナイロンフィルム（ＯＮｙフィルム）のほか、二軸延伸
ポリプロピレンフィルム（ＯＰＰフィルム）、二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（ＰＥＴフィルム）、二軸延伸ポリエチレンナフタレートフィルム（ＰＥＮフィルム
）などの二軸延伸ポリエステルフィルムや、ナイロン６、ナイロン６６、ＭＸＤ６（ポリ
メタキシリレンアジパミド）などの二軸延伸ポリアミドフィルムなどを好適に使用するこ
とができるが、必要に応じて各種エンジニアリングプラスチックフィルムを使用すること
もできる。また、これらは単独で使用してもよく、また、複数を組み合わせて積層して使
用することもできる。
　中間層をガスバリアー層とする場合、中間層には、エチレン－酢酸ビニル共重合体ケン
化物（ＥＶＯＨ）、ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）
などのフィルムのほか、アルミニウム箔、或いは、シリカ、アルミナ、アルミニウムなど
の蒸着層やＰＶＤＣの塗膜層を使用することができる。
【００２５】
　また、シリカ、アルミナ、アルミニウムなどの蒸着層やＰＶＤＣの塗膜層を使用する場
合は、表基材層１３Ｂの内面に蒸着または塗布して形成してもよく、また、別の二軸延伸
ナイロンフィルム（ＯＮｙフィルム）、二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム（
ＰＥＴフィルム）、二軸延伸ポリプロピレンフィルム（ＯＰＰフィルム）などに蒸着また
は塗布して形成しておいて、そのフィルムを中間層に積層してもよい。
　これらのうち、アルミニウム箔とアルミニウム蒸着層は、不透明であるため遮光層を兼
ねることもできる。
　表基材層１３Ｂと中間層のフィルムの積層には、公知のドライラミネーション法または
押し出しラミネーション法（サンドイッチラミネーション法）を用いることができる。
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【００２６】
　最内層のシーラント層１３Ａには、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬポリエチレン）や
、ポリプロピレン（ＣＰＰ）などを使用することができる。
　なお、シーラント層１３Ａの積層は、上記の樹脂をフィルム状に製膜し、ドライラミネ
ーション法または押出ラミネーション法で積層してもよく、また、前記の樹脂を押し出し
コートして積層し、基材フィルム１１Ａを得ることができる。
【００２７】
　上述したように、基材フィルム１１Ａは、図２、３に示すように、収納空間１４側に咬
合具の雄部材２１および雌部材２２が融着されたシーラント層１３Ａと、シーラント層１
３Ａの収納空間１４と反対側に重ね合わされた表基材層１３Ｂとを有する。サイドシール
部１２Ａでは、図２に示すように、雄部材２１および雌部材２２が互いに熱融着によりシ
ールされた際に形成される。サイドシール部１２Ａには、図３に示すように、咬合具２０
の端部がシーラント層１３Ａに熱融着される、いわゆるポイントシールされる際に形成さ
れるポイントシール部１２Ｃが設けられている。ポイントシール部１２Ｃでは、雄部材２
１および雌部材２２が互いに熱融着される。
　そして、ポイントシール部１２Ｃの略中央には、後述する薄肉部形成装置により形成さ
れた薄肉部１５が設けられている。薄肉部１５は、厚さ寸法がポイントシール部１２Ｃの
厚さ寸法よりも小さくなる状態に設けられている。具体的には、薄肉部１５の厚さ寸法は
、表基材層１３Ｂの厚さ寸法の２倍以上であり、表基材層１３Ｂの厚さ寸法とシーラント
層１３Ａの厚さ寸法と雄部材２１および雌部材２２が互いに融着された咬合具２０部分の
厚さ寸法との和の２倍よりも小さく形成されている。
　すなわち、図４に示すように、薄肉部１５の厚さをＡ、表基材層１３Ｂの厚さをＢ、シ
ーラント層１３Ａの厚さをＣ、雄部材２１および雌部材２２が互いに融着された咬合具２
０部分の厚さをＤとした場合では、Ａの厚さ寸法は、Ｂの厚さ寸法の２倍以上であり、Ｂ
の厚さ寸法とＣの厚さ寸法とＤの厚さ寸法との和の２倍よりも小さい状態である。なお、
Ａの厚さ寸法の条件は、表基材層１３Ｂが破れないことが前提である。
　また、薄肉部１５は、平面視で外縁から収納空間１４側に亘って略直線状に設けられて
いる。なお、直線状に限らず、屈曲した形状でもよい。さらに、薄肉部１５の断面は、断
面四角形状、断面三角形状、断面半球形状に限らず、他のポイントシール部１２Ｃよりも
厚さ寸法が小さく形成されていればよい。
【００２８】
［包装袋製造装置の構成］
　包装袋製造装置は、ポイントシール装置と、サイドシール装置と、冷却装置と、薄肉部
形成装置と、切断装置とを順に備える。
　ポイントシール装置には、対向配置された一対のポイントシールバーが設けられ、包材
送出部から送り出された一対の基材フィルム１１Ａの間に、テープ送出部から送り出され
た咬合具２０を位置させて、ポイントシールバーにより咬合具２０の両端部と基材フィル
ム１１Ａを熱融着させる。これにより、ポイントシール部１２Ｃが形成される。
【００２９】
　サイドシール装置は、対向配置された一対のサイドシールバーにより、ポイントシール
装置から搬送された基材フィルム１１Ａの周縁部を熱融着させる。これにより、サイドシ
ール部１２Ａが形成される。なお、サイドシール部１２Ａは、ポイントシール部１２Ｃを
含む位置に形成される。
　冷却装置は、対向配置された一対の冷却バーが設けられ、これら冷却バーにより、サイ
ドシール装置から搬送された基材フィルム１１Ａのサイドシール部１２Ａおよびポイント
シール部１２Ｃを冷却させるとともに固化させる。これにより、シール強度が増す。
【００３０】
　薄肉形成装置は、冷却装置から搬送された基材フィルム１１Ａに薄肉部１５を形成させ
る。薄肉形成装置は、基材フィルム１１Ａを挟んで互いに対向配置された２つの薄肉部形
成バーと、薄肉部形成バーの間に包装袋１０を挟む状態で、薄肉部形成バーに設けられ基
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材フィルム１１Ａに向かって突出した凸部とを備える。凸部の形状は特に限定されないが
、例えば、四角型、半球型、三角形型、トット形状などである。冷却バーにて冷却された
ポイントシール部１２Ｃに対して、薄肉部形成バーが基材フィルム１１Ａの上から押圧す
ることにより、ポイントシール部１２Ｃに薄肉部１５が形成される。
　薄肉形成装置の薄肉部形成バーがポイントシール部１２Ｃを押圧する際には、冷却バー
がサイドシール部１２Ａを押圧する際の温度条件と同じ条件にて押圧する。具体的には、
薄肉部１５の温度が１０℃以上咬合具２０の融点以下となる状態で、薄肉部形成バーがポ
イントシール部１２Ｃを形成する。ここで、さらに好ましい温度範囲としては、１５℃以
上６０℃以下である。なお、薄肉形成装置としては、例えば、穴あけ装置などを改良した
ものが挙げられる。
　切断装置では、薄肉形成装置から搬送される基材フィルム１１Ａの搬送方向に対して切
断バーにより所定間隔で基材フィルム１１Ａを溶断する。
【００３１】
　次に、本実施形態の包装袋１０を開封する方法を説明する。
　開封するときは、薄肉部１５に形成されたノッチの開口部側の基材フィルム１１Ａと、
収納空間１４側の基材フィルム１１Ａとを把持し、該ノッチを切裂開始位置として、前後
に切り裂くようにして開封する。その結果、薄肉部１５、すなわちポイントシール部１２
Ｃから包装袋を開封することができる。
【００３２】
［第一実施形態の効果］
　前記したような包装袋および包装袋製造装置によれば、以下に示す作用効果を奏するこ
とができる。
　本実施形態の包装袋１０には、外縁から収納空間１４にわたって連続しポイントシール
部１２Ｃよりも厚さ寸法が小さい薄肉部１５が設けられている。
　このため、薄肉部が収納空間に亘って設けられているので、通常、サイドシールを行う
際にできてしまう樹脂だまりがない。したがって、包装袋が開封しやすくなる。また、薄
肉部１５には表基材層１３Ｂが設けられているので、密封性を維持できる。
【００３３】
　また、薄肉部１５は、ポイントシール部１２Ｃから収納空間１４側の端部にわたって略
直線状に設けられている。
　このため、薄肉部１５が屈曲して設けられている場合やドット状に設けられている場合
と比較して、容易に薄肉部１５を切断して、包装袋１０を開封することができる。
【００３４】
　さらに、薄肉部１５は、表基材層１３Ｂの厚さ寸法の２倍以上表基材層１３Ｂの厚さと
シーラント層１３Ａの厚さ寸法と咬合具２０が融着された際の咬合具２０の厚さ寸法との
和の２倍よりも小さい状態である。
　このため、薄肉部１５の厚さ寸法を所定の幅寸法としたので、さらに容易に薄肉部１５
を引き裂いて、包装袋１０を開封させることができる。なお、薄肉部１５の厚さ寸法を所
定の幅寸法とする際には、表基材層１３Ｂが破れないことが前提となる。
【００３５】
　また、薄肉部１５は、薄肉部形成バーに設けられた凸部により形成される。
　このため、薄肉部形成バーに凸部を設けた簡単な構成により、薄肉部１５を形成するこ
とができる。
【００３６】
　さらに、薄肉部１５は、冷却バーにて冷却されたポイントシール部１２Ｃに形成される
。
　このため、ポイントシール部１２Ｃが所定の温度で冷却されているので、薄肉部１５を
良好に形成することができる。
【００３７】
　本実施形態の包装袋製造装置は、薄肉部１５が設けられた包装袋１０を製造する。
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　このため、包装袋製造装置は、包装袋の製造工程において、表基材層１３Ｂの機能を維
持し、かつ初期開封強度が低減した包装袋１０を製造することができる。
【００３８】
［実施形態の変形例］
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、薄肉形成装置は、ポイントシール装置、サイドシール装置、冷却装置、切断装
置と、それぞれ独立して設けられたが、ポイントシール装置、サイドシール装置、冷却装
置、および、切断装置のうち少なくともいずれかの装置に設けられていてもよい。
　すなわち、冷却装置の冷却バーは、薄肉部１５を形成可能な凸部を有する構成でもよい
。この場合、薄肉部１５の冷却温度は、１０℃以上咬合具の融点以下の温度で行うことが
できる。また、ポイントシール装置のポイントシールバーやサイドシール装置のシールバ
ーも同様に、薄肉部１５を形成可能な凸部を有する構成でもよい。この場合、薄肉部１５
の加熱温度は、咬合具２０の融点以上表基材層１３Ｂの融点以下の温度で行うことができ
る。さらに、切断装置の切断バーも同様に、薄肉部１５を形成可能な凸部を有する構成で
もよい。
【００３９】
　また、薄肉部形成装置は、冷却装置と切断装置との間に設けられ、冷却装置から搬送さ
れた基材フィルム１１Ａに薄肉部１５を形成させる構成を示したがこれに限られない。例
えば、薄肉部形成装置は、ポイントシール装置とサイドシール装置との間に設けられてい
ても良い。この場合では、ポイントシール装置またはサイドシール装置が加熱する温度に
て薄肉部１５を形成させる。
　さらに、薄肉部形成装置は、サイドシール装置と冷却装置との間に設けられていても良
く、冷却装置と切断工程との間に設けられていても良い。これらの場合では、冷却装置に
て冷却する温度条件で薄肉部１５を形成させる。
【００４０】
　さらに、薄肉部形成装置は、基材フィルム１１Ａのポイントシール部１２Ｃに薄肉部１
５を形成したが、サイドシール部１２Ａやトップシール部１２Ｂに薄肉部１５を形成して
もよい。
【００４１】
［本発明の前提技術］
　次に、本発明の包装袋を説明するための前提技術を説明する。この前提技術は、基材フ
ィルム１１Ａの内面に咬合具を設けない点が異なる以外は第一実施形態と同様の構成であ
るので、説明は省略する。
　包装袋１０は、薄肉部形成装置により、基材フィルム１１Ａのサイドシール部１２Ａに
薄肉部１５が形成される。また、薄肉部１５の厚さ寸法は、シーラント層１３Ａの厚さ寸
法が表基材層１３Ｂの厚さ寸法の２倍以上表基材層１３Ｂの厚さ寸法とシーラント層１３
Ａの厚さ寸法との和の２倍よりも小さい状態である。
　また、サイドシール装置のシールバーは、薄肉部１５を形成可能な凸部を有する構成で
もよい。この場合、シーラント層１３Ａの融点以上表基材層１３Ｂの融点以下の温度条件
で薄肉部１５を形成させる。また、冷却装置は、薄肉部１５を形成可能な凸部を有する構
成でもよい。この場合、１０℃以上シーラント層１３Ａの融点以下の温度条件で薄肉部１
５を形成させる。
【００４２】
［本発明の前提技術の効果］
　薄肉部形成装置は、サイドシール部１２Ａに薄肉部１５を形成する。
　このため、比較的に肉厚に形成されたサイドシール部１２Ａにおいても、薄肉部１５に
てサイドシール部１２Ａを容易に切り裂ことができるので、包装袋１０の初期開封強度が
低減される。
【００４３】
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　また、薄肉部１５の厚さ寸法は、表基材層１３Ｂの厚さ寸法の２倍以上表基材層１３Ｂ
の厚さ寸法とシーラント層１３Ａの厚さ寸法との和の２倍よりも小さい状態である。
　このため、薄肉部１５の厚さ寸法を所定の幅寸法としたので、容易に薄肉部１５からサ
イドシール部１２Ａを引き裂くことができる。なお、薄肉部１５の厚さ寸法を所定の幅寸
法とする際には、表基材層１３Ｂが破れないことが前提となる。
【実施例】
【００４４】
　以下、実施例および比較例を挙げて、本発明をより具体的に説明するが、本発明は実施
例等の内容に何ら限定されるものではない。
【００４５】
[実施例１]
　表基材層としての二軸延伸ナイロンフィルムと、シーラント層としての直鎖状低密度ポ
リエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）フィルムとをドライラミネートして積層フィルムとした。こ
の積層フィルムを使用し、包装袋本体の内側に咬合具を熱融着させた。続けて、ポイント
シール装置、サイドシール装置、および冷却装置にてポイントシール、サイドシール、お
よび冷却を順に行った。
　そして、サイドシール部を冷却させた後に、薄肉部形成装置の薄肉部形成バーによりポ
イントシール部に薄肉部を形成した。この際、薄肉部形成バーの凸部を四角型、薄肉部形
成バーの温度を３０℃、薄肉部のトータル厚み寸法を７０μｍとした。
【００４６】
　なお、二軸延伸ナイロンフィルムは、厚み15μｍのユニロンＧ１００（商品名、出光ユ
ニテック株式会社製）、Ｌ－ＬＤＰＥシーランフィルムは、厚み５０μｍのユニラックス
ＬＳ７１１Ｃ（商品名、出光ユニテック株式会社製）、咬合具２０は、ＭＦＢ－９９４（
商品名、出光ユニテック株式会社製）である。
【００４７】
[実施例２]
　実施例１の構成に対して、冷却装置の冷却バーによりポイントシール部に薄肉部を形成
した。この際、冷却バーの温度を１０℃とした。
【００４８】
[実施例３]
　実施例１の構成に対して、ポイントシール装置のポイントシールバーによりポイントシ
ール部に薄肉部を形成した。この際、ポイントシールバーの温度を１３０℃とした。
【００４９】
[実施例４]
　実施例１の構成に対して、冷却装置の冷却バーによりサイドシール部に薄肉部を形成し
た。この際、冷却バーの温度を１０℃とした。
【００５０】
[実施例５]
　実施例１の構成に対して、サイドシール装置のサイドシールバーによりサイドシール部
に薄肉部を形成した。この際、サイドシールバーの温度を１３０℃とした。
【００５１】
[実施例6]
　実施例１の構成に対して、冷却装置の冷却バーによりポイントシール部に薄肉部を形成
した。この際、冷却バーの温度を１３０℃とした。
【００５２】
[実施例7]
　実施例１の構成に対して、ポイントシール装置のポイントシールバーによりポイントシ
ール部に薄肉部を形成した。この際、ポイントシールバーの温度を２２０℃とした。
【００５３】
[比較例1]
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　実施例１の構成に対して、冷却装置の冷却バーによりポイントシール部に薄肉部を形成
した。この際、冷却バーの温度を１５０℃とした。
【００５４】
[比較例2]
　実施例１の構成に対して、ポイントシール装置のポイントシールバーによりポイントシ
ール部に薄肉部を形成した。この際、ポイントシールバーの温度を２５０℃とした。
【００５５】
[比較例3]
　実施例１の構成に対して、薄肉部を設けず、サイドシール部のトータル厚みを１２０μ
ｍとした。
【００５６】
[比較例４]
　実施例１の構成に対して、薄肉部を設けず、ポイントシール部のトータル厚みを４００
μｍとした。
【００５７】
＜評価＞
　実施例１～７および比較例１，２で得られた包装袋の薄肉部に対して、Ｖノッチを形成
し、初期強度について評価した。また、比較例３で得られた包装袋のサイドシール部に対
して、Ｖノッチを形成し、初期強度について評価した。さらに、比較例４で得られた包装
袋のポイントシール部に対して、Ｖノッチを形成し、初期強度について評価した。評価内
容は以下の通りである。
【００５８】
初期強度
A：抵抗が小さく、容易に開封可能
B：抵抗はあるが、容易に開封可能
C：抵抗はあるが、開封可能
D：抵抗が大きく、開封困難であるが開封可能
E：初期開封時に開封できない又は袋が破断
【００５９】
【表１】

【００６０】
　表１から分かるように、実施例１では、抵抗が小さく、容易に開封することができた。
実施例２，４では、抵抗はあるが、容易に開封することができた。実施例３，５～７では
、抵抗はあるが、開封することができた。比較例１～３では、抵抗が大きく、開封困難で
あるが開封することはできた。比較例４では、初期開封時に開封できない、又は袋が破断



(11) JP 5450956 B2 2014.3.26

10

20

した。
　これらのことから、実施例２での冷却温度が冷却の下限であることが分かった。また、
実施例３での加熱温度が加熱の下限であることが分かった。そして、実施例６での冷却温
度が冷却の上限であることが分かった。さらに、実施例７での加熱温度が加熱の下限であ
ることが分かった。そして、実施例１～７では、開封可能な包装袋を製造することができ
ることが分かった。
　これに対して、比較例１での冷却温度が冷却の上限を超えることが分かった。また、比
較例２での加熱温度が加熱の上限を超えることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、食品、薬品、医療品、雑貨等の各種物品を包装するための包装袋など、咬合
具の有無に関わらず利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本実施の形態における包装袋を示す正面図。
【図２】図１のII－II断面図。
【図３】図１のIII－III断面図。
【図４】図１のIII－III断面図であって、薄肉部の断面拡大図。
【符号の説明】
【００６３】
　１０……包装袋
　１１……包装袋本体
　１２Ａ…サイドシール部
　１２Ｃ…ポイントシール部
　１３Ａ…シーラント層
　１３Ｂ…表基材層
　１５……薄肉部
　２０……咬合具
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